
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

活動内容 
 児童相談所は、０歳から 17 歳までの子ども 
に関わる様々な相談を受ける専門機関です。ひ 
きこもり・不登校の状態にある子どもに対して、 
子どもの福祉の向上を目的として、以下の事業 
を行っています。まずはご相談いただき必要と 
判断した場合に実施するものです。 
 
１．メンタルフレンドの派遣 
（ふれあい心の友訪問援助事業） 

 
 児童福祉司による指導の一環として大学生ボ 
ランティアとのふれあいを通じて子どもの福祉 
の向上を図ります。 
 
２．グループワーク 
（ひきこもり等児童指導事業） 

 
 児童相談所の指導の一環として、集団でのレ 
クリエーション等を月に 1回程度実施します。 

岡山県倉敷児童相談所 

🏠 倉敷市美和 1－14－31 

☎ 086－421－0991 
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